
日本郵政公社の業績評価
 （第２期中期経営目標期間・平成１９年度）について

 （説明資料）

平成２０年３月１４日

総 務 省

資料２



1

公表

一般に
閲覧

公表

公表

公表

公表

審
議
会
等

国 会

届出

報告（①中期経営目標等の認可・③財務諸表の承認）

総
務
大
臣

財
務
大
臣

③

 

財務諸表（事業報告書を添付）

⑤

 

中期経営報告書

申請

認可
（国会報告事項）

提出

承認
（国会報告事項）

提出

通知

改善命令

【４年ごと】

【毎事業年度】

【毎事業年度終了後】

【中期経営目標に係る期間終了後】

§３０（整備法§３５）

§２７（整備法§３３①）

§６４ （整備法§４４）

§６５

§６５

§３０
（整備法§３５）

通知

改善命令
§６０

§６０

※条文は、旧日本郵政公社法の条番号（民営化整備法附則の条番号）

諮問

協議
§６７

中期経営目標等に係るスキーム

①

 

中期経営目標及び中期経営計画
（作成・変更）

②

 

年度経営計画
（作成・変更）

§２４

§２５

④

 

毎事業年度終了後の業績評価

⑥

 

中期経営目標期間終了後の業績評価

§２６（整備法§３２）

§２７（整備法§３３②）

§６６
（整備法§３６②）

§２６
（整備法§３２）

§６０

§２７
（整備法§３３②）

§６０

諮問
§６６

（整備法§３６①）
§６５

（整備法§３３①）

日
本
郵
政
株
式
会
社
（日
本
郵
政
公
社
）



2

注）積立金等の財務関係の目標値は、整理資源の負債計上及び保険のキャピタル損益の影響を除いた額

第２期中期経営目標（平成１９年度）の概要

第
二
期
に
お
い
て
新
た
に
設
定
し
た
事
項

公社全体の目標 郵便業務関係 郵便貯金業務関係 簡易保険業務関係

経営の健全性
の確保

○財務内容の健全性の確保 積立金

 

▲1,050億円以上 積立金

 

2,900億円以上
危険準備金及び価格変動
準備金の積増額

1,400億円以上

○業務運営の効率化
事業経費率
109.5％以下

経費率
0.62％以下

事業費率
7.0％以下

サービス水準の
維持・向上

○お客さま満足度の向上
○郵便局ﾈｯﾄﾜｰｸの有効活用

送達日数達成率
９７．０％以上

お客さま満足を高めるサー

 
ビスの充実

失効解約率
保

 

険1.80％以下
年金保険1.15％以下

内部統制の強化

○コンプライアンスの徹底
○リスク管理等の高度化

○コンプライアンスの徹底
○経営管理の高度化

○コンプライアンスの徹底
○経営管理の高度化

○コンプライアンスの徹底
○リスク管理の高度化

○企業会計に則った体制の整備
○内部監査体制の整備

新会社への円滑な

 
移行

○情報システム対応
○業務等の移行準備
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事 項 １９年度実績 第２期中期経営目標

〔郵

 

便〕

積立金 ▲１，２５０億円 ▲１，０５０億円以上

事業経費率（※１） １０６．８％ １０９．５％以下

送達日数達成率 ９８．０％ ９７．０％以上

〔郵便貯金〕

積立金 ７，６３７億円 ２，９００億円以上

経費率（※２） ０．５８％ ０．６２％以下

〔簡易保険〕

危険準備金及び価格
変動準備金の積増額

１，６７３億円 １，４００億円以上

事業費率（※３） ５．６％ ７．０％以下

失効解約率（※４）
保

 

険１．６４％

年金保険０．８２％

保

 

険１．８０％以下

年金保険１．１５％以下

第２期中期経営目標（数値目標関係）の達成状況

億円未満は切り捨て。
※１ 事業経費率＝（営業原価＋販売費及び一般管理費）÷営業収益×１００
※２ 経

 

費

 

率＝営業経費÷郵便貯金平均残高×１００×３６５日÷１８３日
※３ 事業 費率＝事業費÷保険料収入×１００

失効解約契約

※４

 

失効解約率＝

 

×１００
(年度始保有契約＋年度末保有契約＋失効解約契約)÷２

※５

 

各事項とも、整理資源の負債計上及び保険のキャピタル損益の影響を除いた額
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公社全体の目標 郵便業務関係 郵便貯金業務関係 簡易保険業務関係

ア

 

財務内容の健全

 
性の確保に関する事

 
項

･財務内容の健全性の確保 ･財務内容の健全性の確保
○積立金(▲1,050億円以上)

･財務内容の健全性の確保
○積立金(2,900億円以上)

･財務内容の健全性の確保
○危険準備金及び価格変動準備金の積増額

 

(1,400億円以上)

イ

 

業務運営の効率化

 
に関する事項

･業務運営の効率化 ･業務運営の効率化
○事業経費率(109.5％以下)

･業務運営の効率化
○経費率(0.62％以下)

･業務運営の効率化
○事業費率(7.0％以下)

ア

 

サービス水準の維

 
持及び向上に関する

 
事項

･お客さま満足度の向上 ･お客さま満足度の向上
○送達日数達成率(97.0％以上)

･お客さま満足度の向上 ･お客さま満足度の向上
○失効解約率(保険1.8％以下､年金保険1.15％以下)

・郵便局ネットワークの有効活用（ワンストップサービスなど）

イ

 

その他必要な事項 ・内部統制の強化
（コンプライアンスの徹底）

（リスク管理等の高度化）

（企業会計に則った体制の整備）

（内部監査体制の整備）

・内部統制の強化
（コンプライアンスの徹底）

（経営管理の高度化）

・内部統制の強化
（コンプライアンスの徹底）

（経営管理の高度化）

・内部統制の強化
（コンプライアンスの徹底）

（リスク管理等の高度化）

・新会社への円滑な移行

 

（情報システム対応）

（業務等の移行準備）

【評価結果】
Ａ：十分達成

 

Ｂ：概ね達成

 

Ｃ：下回っている

Ｄ：大幅に下回っているＥ：全く達成していない

第２期中期経営目標期間及び平成１９年度の業績評価の結果の一覧

①
経
営
の
健
全
性
の
確
保
に

 

関
す
る
事
項

②
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

((第１期第１期::ＡＡ))

※カッコ内は第１期評価

((第１期第１期::ＡＡ))

((第１期第１期::ＢＢ)) ((第１期第１期::特Ａ特Ａ))((第１期第１期::特Ａ特Ａ))

((第１期第１期::ＢＢ))

((第１期第１期::ＢＢ))

((新規新規))

((第１期第１期::ＣＣ))

((新規新規))

((新規新規))

((新規新規))

((新規新規))

第１期第１期::ＣＣ

((第１期第１期::ＢＢ))

((((第１期第１期::ＣＣ))))

((第１期第１期::ＢＢ))

((第１期第１期::ＡＡ)) ((第１期第１期::ＣＣ))

((((第１期第１期::ＣＣ))))

((第１期第１期::ＢＢ))

((((第１期：Ｄ第１期：Ｄ))))

((第１期第１期::ＢＢ))

ＢＢ

ＣＣ

ＡＡ

ＣＣ

ＢＢ

ＢＢ

ＢＢ

ＣＣ ＡＡ

ＡＡ

ＡＡ

ＡＡ

ＡＡ

ＡＡ

ＣＣ

ＤＤ

ＢＢ

ＣＣ

ＢＢ

ＢＢ

ＡＡ

ＢＢ

ＣＣ

コンプライアンス
の評価を含む

第１期第１期::ＣＣ 第１期第１期::ＤＤ
コンプライアンス
の評価を含む

コンプライアンス
の評価を含む

ＢＢ

ＢＢ
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目標項目・業務別の業績評価

◎財務内容の健全性の確保 評価 概要

公社全体
Ｂ

郵便業務は積立金が▲１，２５０億円となり目標を下回ったが、郵便貯金業務は積立金が７，６３７億円、

 
簡易生命保険業務は内部留保積増額が１，６７３億円と目標を上回った。
郵便業務については、依然として厳しい経営状況にあり、引き続き、郵便利用の拡大に向けた取組と一

 
層の効率化が求められる。郵便貯金業務については、利益の大半を占める資本収支の減少傾向が続い

 
ていることから、収益の確保のための取組に努める必要がある。簡易生命保険業務については、新契約

 
件数が引き続き減少していることから、新規契約の安定的な確保に努める必要がある。

郵便業務(目標指標：積立金)
Ｃ

小包郵便物が計画を下回ったことなどから収益が計画を下回った。費用については、業務運営の効率

 
化に努めたが、予め発生が見込まれたにもかかわらず、目標に盛り込まれなかった恩給負担金及び公務

 
災害補償費の負債計上（特別損失）に伴う費用増（２２６億円）等があり、目標を達成できなかった。

郵便貯金業務 (目標指標：積立金) 
Ａ

営業経費を計画に比べ大幅に削減したこと、外債売却等によりその他業務収益が計画に比べ大幅に増

 
加した等から、当期純利益が計画に比べ４，３１８億円増の３，７２６億円となり、目標を大幅に上回った。

 
この結果、積立金は７，６３７億円となり目標を達成した。

簡易生命保険業務
(目標指標：危険準備金及び価格変動

 
準備金)

Ａ

資金運用においては、国内債券を中心とした長期安定的な運用を実施したことにより、安定的にインカ

 
ム収益８，９３６億円を確保し、事業費の節減等により危険準備金及び価格変動準備金の積増額は１，６

 
７３億円となり、目標を上回った。

◎業務運営の効率化 評価 概要

公社全体

Ｂ

調達コストの削減については、調達委員会における審査の厳格化により、競争契約を原則とした内規の

 
適正運用を実現した。調達コストの削減について一定の成果が上がったものの、在庫管理の適正化につ

 
いては、なお一層の取組が必要である。
施設関連費用の抑制については、新築した無集配特定局において、標準プランによるシステム建築を

 
導入し、約３００万円の建設費を削減。また、施設の改修においては、近隣地域での複数施設で実施する

 
工事を集約化（一本化）し、４．６億円削減するなど、一定の成果があった。
情報通信ネットワークの整備については、次期ネットワークシステムへの移行作業及び支社ＬＡＮシステ

 
ムの更改が計画どおり実施されたが、総合的な人事関係情報システムは、入力データの不備等により、

 
一部職員の給与誤支給が発生し、また総合的な財務関係情報システムは、プログラムミスにより、約４，

 
８００件の後納料金請求書の遅れや請求額の相違が発生しており、十分な準備がされたとはいえない。

中期経営目標 達成状況

▲１，０５０億円以上 ▲１，２５０億円

中期経営目標 達成状況

２，９００億円以上 ７，６３７億円

中期経営目標 達成状況

１，４００億円以上 １，６７３億円

第２期中期経営目標期間及び平成１９年度の業績評価の結果の概要

 《経営の健全性の確保に関する事項》 【評価結果】

 

Ａ：十分達成

 

Ｂ：概ね達成

 

Ｃ：下回っている

 

Ｄ：大幅に下回っている
Ｅ：全く達成していない
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目標項目・業務別の業績評価

郵便業務(目標指標：事業経費率) 
Ａ

人件費の抑制等業務運営の効率化を図った結果、計画を２．７ポイント下回る１０６．８％となり、目標

 
を十分に達成した。

郵便貯金業務(目標指標：経費率) 

Ａ

超過勤務の抑制等による人件費の削減、機械化関係経費の見直しによる物件費の削減等により、計

 
画を０．０４ポイント下回る０．５８％となり、目標を十分に達成した。

簡易生命保険業務

(目標指標：事業費率) 
Ａ

①集金事務の効率化や各種研修の集約等による生産性の向上、②職員の減員等による運営の効

 
率化、③次期システムの開発等の取組を図った結果、計画を１．３９ポイント下回る５．６１％となり、目

 
標を十分に達成した。

中期経営目標 達成状況

０．６２％以下 ０．５８％

中期経営目標 達成状況

７．０％以下 ５．６１％

第２期中期経営目標期間及び平成１９年度の業績評価の結果の概要

 《経営の健全性の確保に関する事項》

中期経営目標 達成状況

１０９．５％以下 １０６．８％
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目標項目・業務別の業績評価

◎サービス水準の維持及び向上 評価 概要

公社全体
（目標：お客さま満足度の向上） Ｂ

お客さまの声に基づく業務改善の実施については、郵便局やコールセンターへ寄せられたお客さま

 
の声をサービス・業務改善に反映させる取組については改善されたものの、お客さまの声の処理手続

 
の浸透が不十分な面もあり一層の取組が必要である。
接遇・マナーレベルの向上、広報の実施、ディスクロージャーの充実、システムの品質の確保及び国

 
際的な連携・協調については、一定の成果をあげた。

郵便業務
(目標指標：送達日数達成率) Ｂ

業務品質の向上については、送達日数達成率の目標を達成した。
また、現金過不足事故の防止については、「現金過不足事故防止マニュアル」の浸透等により前年

 
同期比６０．９%（８．７万件→５．３万件）となり、一定の効果は上がっているものの、依然として多くの

 
事故が発生していることから、引き続き取組を強化する必要がある。
国際物流分野への進出については、中国郵政集団公司と業務協力の強化について合意する等取

 
組を推進した。

郵便貯金業務
(目標：お客さま満足度の向上) Ｃ

業務品質の向上に向けて、民営化移行研修、書類検査の徹底、システム開発における部門間の連

 
携強化によるシステムの安定運行に取り組んだ。
また、現金過不足事故の防止策として、オートキャッシャーの配備を進めるとともに、苦情処理態勢

 
の強化策として、民営化による制度の変更等に関する照会に対応する臨時コールセンターを設置した。
現金過不足事故発生件数等は改善の傾向が見られるものの、民営化後の顧客情報管理システム

 
のトラブル、本来の苦情対応を行う地域センターの応答率の低下（Ｈ１８上半期：８８．２％ →Ｈ１９上半

 
期：６４．７％

 

）などが発生していることから、取組は不十分であるといえる。

簡易生命保険業務
(目標指標：失効解約率) Ｂ

失効解約率は目標を達成した。また、ＣＳの推進、お客さま対応に係る体制整備、現金過不足事故

 
防止、業務取扱上の事故の防止、保険金支払い管理態勢の強化、システムリスク管理態勢の強化等

 
を実施し、コールセンターにおける応答率の確保、現金過不足事故の減少など、一定の成果をあげて

 
いるものの、前年同期と同水準の不適正募集（２７件）の発生、業務取扱上の事故率及び事故件数の

 
上昇など、一部不十分である点も見られた。

公社全体
(目標：郵便局ネットワークの有効活用

(ワンストップサービスなど)）
Ｂ

ワンストップサービスの委託市町村及び取扱郵便局がともに増加し、受託事務の取扱いが減少した

 
が、民間企業による郵便局ネットワークの活用は図られている。引き続き地方公共団体への働きかけ

 
が必要である。また、簡易郵便局の一時閉鎖局数が増加していることから、再開に向けての一層の取

 
組を強化し、ネットワーク水準の維持を引き続き図っていくことが必要である。

中期経営目標 達成状況

９７．０％以上 ９８．０％

中期経営目標 達成状況

保 険 １．８％以下 １．６４％

年金保険 １．１５％以下 ０．８２％

第２期中期経営目標期間及び平成１９年度の業績評価の結果の概要

 《その他業務運営に関する重要事項》
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目標項目・業務別の業績評価

◎その他必要な事項 評価 概要

○内部統制の強化

公社全体
（目標：コンプライアンスの徹底） Ｃ

公社においてはコンプライアンス遵守のため多くの取組をしてきているが、依然として、部内者犯罪、

 
個人情報不適正事案等コンプライアンス違反は減少せず、その徹底及び効果の発現は未だ十分とは

 
言えず、今後、職員一人一人までにコンプライアンスを浸透・徹底させることが緊急・必須の課題であ

 
る。

郵便業務
(目標：コンプライアンスの徹底） Ｃ

防犯カメラの設置、業務フロー改善等の部内者犯罪の防止施策、郵便収入の適正管理に係る体制整

 
備、コンプライアンスの徹底に係る施策を実施した。しかし、部内者犯罪、料金不適正収納事案、コン

 
プライアンス違反事案が依然として発生しており、引き続き取組の強化が必要である。

郵便貯金業務
（目標：コンプライアンスの徹底）

Ｄ

部内者犯罪の防止、預入限度額超過・冊数制限超過の解消、本人確認の徹底、顧客情報管理の徹底

 
に取り組んだ。しかし部内者犯罪は引き続き多発し、顧客情報管理も不適正事案が増加している。さら

 
に、当省から再三にわたり、部内者犯罪の防止及び顧客情報管理の徹底に対する対応策を求めてい

 
たにもかかわらず、取組の見直しも十分ではないことから、高槻竹の内郵便局において、約１年間に１

 
８１件計約６億円の電子計算機使用詐欺事件という郵便貯金史上最大の部内者犯罪が発生し、全国

 
の貯金事務センターでは１，４４３万件に及ぶ顧客情報誤廃棄も発覚した。これは、経営陣をはじめとし

 
てコンプライアンスへの取組姿勢が不十分なためであり、目標を大幅に下回っている。なお、両事案に

 
ついて、平成１９年９月２７日に総務省は行政指導（厳重注意）を行っている。

簡易生命保険業務
（目標：コンプライアンスの徹底） Ｃ

部内者犯罪の防止、無面接募集の是正、顧客情報管理の徹底、加入限度額管理の徹底、本人確認

 
の徹底、払込団体管理の徹底、その他コンプライアンスの徹底のため、各種施策の実施に当たり、積

 
極的に経営陣が関与する体制の整備など内部統制の強化に取り組んだ。しかし、不適正募集は前年

 
同期と同水準（２８件→２７件）で発生し、また、部内者犯罪件数は増加（前年同期７件→１１件）してい

 
ることから、引き続き取り組みの強化が必要である。

公社全体

(目標：リスク管理等の高度化) Ａ

郵便貯金業務における新ＡＬＭ・リスク管理システムの開発、簡易生命保険業務における総合的なリス

 
ク管理手法の検討により、新ＢＩＳ規制の要請・金融庁報告への対応やリスクの総合的な把握及び管

 
理が可能となり、十分な成果をあげた。また、郵便業務における地域別損益管理の実施により、費用

 
対効果に基づいた経営管理意識が向上したが、今後、より実効のある取組が必要である。

郵便業務

(目標：経営管理の高度化) Ｂ

支社単位及び郵便局ごとに目標設定、計画策定、推進管理を行う地域別損益管理を推進した。その

 
結果、改善額が明確になり、損益改善のための取組が強化され、費用対効果に基づいた経営管理意

 
識が向上したが、これらの取組による損益改善効果は明らかではなく、今後、より実効のある取組が

 
必要である。

第２期中期経営目標期間及び平成１９年度の業績評価の結果の概要

 《その他業務運営に関する重要事項》
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目標項目・業務別の業績評価

◎その他必要な事項（続き） 評価 概要

郵便貯金業務

(目標：経営管理の高度化) Ａ

大手行標準のリスク管理・収益管理態勢等に対応するため、新ＡＬＭ・リスク管理システムの開発を

 
実施し、平成19年9月に所定の開発を完了。この結果、新リスク管理システムにおいては、新ＢＩＳ規

 
制の要請・金融庁報告に対応可能な要件を具備したものに改変され、十分な成果をあげた。

簡易生命保険業務

(目標：リスク管理等の高度化) Ａ

リスク管理等の高度化について、総合的なリスク管理手法を検討し、また、価格変動リスクの計測モ

 
デル（Ｋ－ＶａＲ）の信頼性の確保及び精緻化及び金利変動リスクにおける計測方法の適正性及び指

 
標の有効性を確保。信用リスク及び不動産投資リスクについては、ＶａＲモデル（信用ＶａＲ及び不動

 
産ＶａＲ）による計量化を検討し、これら検討結果についても総合的リスク管理手法に反映。その結果、

 
民営・分社化後において、リスクの総合的な把握及び管理に必要な事項を定めた総合的リスク管理

 
規程等によりリスク管理等が可能となり、十分な成果をあげた。

公社全体

(目標：企業会計に則った体制の整備)
Ｂ

日締処理のオンライン化を１９年５月から実施した。導入当初は職員の不慣れ等により混乱を生じ

 
たものの、この導入が現金不符合の大幅な減少の一助となった。

保険取引システムの改正は、１９年１０月からの稼働に向けてシステム改正、職員への研修等を実

 
施したが、民営・分社化された１０月まで遅延した。

会計システムの開発については、総合的な財務情報システムにプログラムミスが発生し、郵便の後

 
納料金の請求書の遅延が生じたが、他のシステムは正常に稼働した。また、研修・訓練等は計画ど

 
おり実施し、一定の成果をあげた。

公社全体

(目標：内部監査体制の整備)

Ｃ

内部監査体制の強化については、郵便局監査を見直し、全局年間１回の監査を実施することとし、

 
当期は、普通局３０％、特定局２６％について監査を実施し、また、外部機関による指摘事項について、

 
経営委員会等において審議・報告した。

外部機関による指摘事項の経営への反映については、総務省から防犯職務指針（レッドシート）の

 
徹底について指摘していたが、それを遵守していない犯罪がおきるなど、当該指摘事項が十分に公

 
社内部に浸透しているとは言えない状況にある。また、監査要員は、計画の約４００人の増員に達し

 
ていない。

また、内部監査体制の強化に向けた取組は進めているにもかかわらず、犯罪件数は昨年同期と同

 
じであり、また発覚の契機が外部からの指摘によるものも昨年同期と同じという現状から、その取組

 
の効果が十分に発揮されておらず、改善を求める。

第２期中期経営目標期間及び平成１９年度の業績評価の結果の概要

 《その他業務運営に関する重要事項》
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目標項目・業務別の業績評価

◎その他必要な事項（続き） 評価 概要

○新会社への円滑な移行

公社全体

(目標：情報システム対応) Ｂ
情報システム対応については、公社内部に民営化プロジェクト推進本部を設置し、テスト、リハーサ

 
ルを行い、その進捗情報を理事会に報告するなど、期限までに６３本の暫定システムの開発を行った。
①貯金の顧客情報システムでは、処理能力不足によりシステムにつながり難い状況や共済年金の

 
払い戻しに遅延が発生、②次期郵便決済系システムでは、プログラムミスによる後納料金の請求額

 
の誤り及び請求書の未送付、③総合的人事関係情報システムでは、システムの不具合による誤支給

 
が発生、④総合的財務関係情報システムでは、郵便後納料金において預金種別の誤記載が発生、

 
といった障害が起きたが、残りの５９本のシステムについては支障なく稼働した。

公社全体

(目標：業務等の円滑な移行準備) Ｂ
業務等の移行準備については、「実施計画」への協力、規程等の整備、業務リハーサル及び会社

 
間区間工事の実施並びに研修・訓練の実施等、業務の移行準備を進めた。民営・分社化後、内容証

 
明郵便の不適正な認証事務が職員の研修内容の理解不足等により１万２千通発生したが、公社から

 
各会社への業務、職員や資産等は、「実施計画」に基づき円滑に承継した。

第２期中期経営目標期間及び平成１９年度の業績評価の結果の概要

 《その他業務運営に関する重要事項》
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